
平成２８年度 青少年のネット非行・被害対策情報＜第 1８号＞ 

差出人：福井県安全環境部県民安全課 

送信日：2016/9/26 

こうみゅｋ 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
「家庭の日」推進テーマ９月「おとしよりをうやまい、お互いに思いやる心を持とう。」 
「青少年育成の日」推進テーマ９月「社会ルールの大切さを教えよう。」 

 

 

  

●9/10 の毎日新聞によると、サイバーセキュリティ会社 

が 2014 年に国内 18 歳以上のスマホ保有者対象にした 

調査で、5 人に 1 人の割合でスマホを紛失した経験があり、 

紛失した 10 人に 1 人のスマホは戻ってこないとのこと 

でした。 

---☆---☆---☆---☆---☆---☆---☆---☆---☆--- 

●スマホはアドレス帳・写真・各種アカウント等の個人情 

報の宝庫です。 

 同紙の記事には、米国等でスマホを公共の場に置き忘れた 

ふりをして発見者の行動を調査したところ、９６％がその情報 

を見ようとしていた、さらに発見者の半数が持ち主の銀行口座へのアクセスを試みていたと

ありました。しかしその一方で、日本人の５３％は紛失に備えた対策をとっていないとのこ

とです。 

紛失した際の行動は、「端末発見」のための行動、「悪用防止」の行動の２つがあります。

「端末発見」のための行動は当然として、特に「悪用防止」の行動がとっても大切になって

きます。そのために 

①普段から画面ロック機能・SIM カードロック設定をしておく 

②ID やパスワードの記憶を無効にしておく 

③紛失対策アプリを入れておく 

などの対応は,万が一に備えてしっかりと準備しておきましょう。 

                             （参考：9/10 毎日新聞） 

---☆---☆---☆---☆---☆---☆---☆---☆---☆--- 

●スマホで利用していた各サービスの使用停止手続も忘れずに！ 

 紛失した場合、キャリアのサービスで端末に遠隔操作でロックする

ことも可能ですが、端末の電源が OFF になっていると、遠隔ロック

自体が機能しないようです。しかし、おサイフケータイ機能等は電源

が OFF でも利用可能。もし紛失した場合には、各サービスの使用停

止手続も忘れずにとりましょう！ 

本メールに関して御質問、お問い合わせがある場合は下記まで御連絡ください。 
【担当】福井県安全環境部県民安全課 金森 

  ☎:0776-20-0745（直通） ﾒｰﾙ:m-kanamori-mi@pref.fukui.lg.jp 


